
令和 9 年度

大学院医学系研究科

医療者教育学専攻

(修士課程)

学生募集要項

(令和 9 年 4 月入学)

本研究科では令和６(2024)年度に実施する入学試験からインターネ

ット出願登録が必要になっています。時間には余裕を持って出願を

行ってください。

なお，インターネット出願時に登録されたメールアドレスには，大学

から入学試験に関する重要なお知らせが配信されますので，変更や

削除の可能性がなく，日常的に確認できるメールアドレスを準備し

てください。
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医療者教育学専攻（修士課程）のポリシーについて

１．ミッション

岐阜大学大学院医学系研究科 医療者教育学専攻では、グローバルな視野をもちつつ、ロー

カルな視点から、医療の質向上に寄与する医療者教育を展開し先導するため、多職種の人材

と連携し、医療者教育を設計・実践・改善・発信できる能力のあるリーダーの育成を目指し

ます。

２．アドミッション・ポリシー

・ 医療者教育のオピニオンリーダーになる意欲があり、

・ 医療者教育の教育実践、評価、プログラム開発を含む様々な実務経験があり、

・ 創造的・協働的・自己主導的であり、医療・教育機関で働きながら継続的に学べ、

・ 医療者教育のグローバルな動向への関心があり、

・ 医育機関の教職員・医療機関の医療従事者、ないしその専門分野で教育的役割を担う役

割に就くことが期待される、

学生が入学することを期待します。

３．カリキュラム・ポリシー

１） 遠隔地学習と現地学習のブレンド： e-learningを重点的に導入して学びに柔軟性を

もたらすと同時に、多職種の同僚・指導教員との関係構築を可能にする現地学習も

ブレンドして、多様な学習方略を適用します。

２） 柔軟な自主的学習を支えるツール：柔軟に各自のペースで知識をインプットし、レ

ポートとしてアウトプットできるようにするスモールステップな課題を設定し、多

職種の同僚とともに協働的に討論・学習できるpeer assisted learningを導入しま

す。

３） グローカルマインドを涵養する学習コンテンツ：世界標準の教育理論・教育モデル

の修得を目指す一方、日本の特性に配慮した教育をデザインするために、日本人の

特性や国の文化に関する学習を盛り込みます。

４） 実践・問題基盤型学習：自らの医療者教育を改善できるように、各自の教育実践・

問題を題材とする問題基盤型学習をベースに、実践的理論を身につけ実践に活用で

きる能力にまで高めます。

５） 多職種連携教育を多職種の参加者で学び究める：多職種の学生によるグループダイ

ナミクスを重視し、多職種の指導教員がサポートする学習・研究支援を行います。

６） 熟達を可視化し評価を学びにつなげる“プログラム化された評価システム”：科

目・課題にちりばめられた評価が、卒業時に求められるどの能力において、どの程

度達成できているかを可視化し、学びを促進する“プログラム化された評価システ

ム”を採用します。



４．ディプロマ・ポリシー

１） 優れた教育能力：国際標準の教育理論に基づき、学習者に合わせた効果的教育ができ

る教育実践者を育成し、知識を伝える knowledge providerではなく、学び続ける姿

勢・ノウハウを伝える facilitatorをめざします。教育哲学や理論の修得、AI/ICTの

活用、学習者中心のアクティブ・ラーニング、実践力を修得するカリキュラム立案、

多彩な能力評価法を修得し、新しい教育を開発できる能力を追求します。

２） 医療教育における協働力：機関・専門・職種・国境を越えて、多様な人材育成に取り

組める協働者を育成します。多職種チームとして診療できる人材を育成するために、

多職種の指導者と学生がともに学び、協働力の修得をめざします。

３） 日本に相応しい教育の設計力：グローバルスタンダードの医療者教育を提供できる能

力と同時に、文化・社会の多様性、国の独自性を活かした、我が国ならではの医療者

教育を構築する能力を磨きます。

４） 教育機関の先導力：社会の変化、医療者教育の変化に対応し、時代のニーズを満たす

ために、教育組織と個々の教員能力を見直し開発していく力、すなわちリーダーシッ

プ・マネジメント能力の育成をめざします。

５） 教育の学識の発信力：それぞれの教育機関・研修病院などにおける教育の問題点を明

らかにし、適切な方法で現状分析を行い、改善のための提言を行ったり、学識体系を

構築し、国際的に発信できる人材育成をめざします。



Ⅰ．医療者教育学専攻(修士課程) 学生募集要項

1. 募集人員  6 名

2. 領域  医療者教育学

3. 出願資格

次の各号のいずれかに該当し、医療者教育に関連する２年以上の実務経験（＊）を有する者

① 日本の大学を卒業した者

② 大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者

③ 外国において、学校教育における 16 年の課程を修了した者

④ 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該

外国の学校教育における 16 年の課程を修了した者

⑤ 我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における 16 年の

課程を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度にお

いて位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修

了した者

⑥ 外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国

の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものと

して文部科学大臣が別に指定するものに限る。）において、修業年限が 3 年以上である課

程を修了すること（当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履

修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付

けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。）

により、学士の学位に相当する学位を授与された者

⑦ 専修学校の専門課程（修業年限が 4 年以上であることその他の文部科学大臣が定める基

準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日

以後に修了した者

⑧ 文部科学大臣の指定した者（昭和 28 年文部省告示第 5 号）

⑨ 学校教育法第 102 条第 2 項の規定により大学院に入学した者であって、当該者をその後

に本研究科において、大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの

⑩ 本研究科において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があ

ると認めた者で、入学時 22 歳に達しているもの

＊医療者教育に関連する２年以上の実務経験の例

医療系教育研究機関、医療機関、保健・福祉・介護・行政機関等に、教育職・医療職・研究

職・事務職等の職員として在籍し、医療者・医療系学生の直接的指導、授業、総括評価、教

育プログラム運営、教育研究活動等を担当していること。
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4. 出願資格の認定

1）出願資格⑨又は⑩に該当する者は、出願に先立ち入学資格の事前審査を行います。

提出書類等 摘   要

出願資格審査申請書 本学所定の用紙※

最終学歴の卒業（修了）証明書及び

成績証明書
出身学校長等が作成し、厳封したもの。

志望理由書 本学所定の用紙※

返信用封筒（結果通知書）

760 円切手を貼付した長形 3 号（23.5cm×12cm）の封

筒に本人の郵便番号、住所、氏名を記載してください。

＊郵便料金が改訂された場合は、改定後の料金分の切

手を貼付してください。

※本研究科ホームページからダウンロードください。

（https://www.med.gifu-u.ac.jp/examinee/grad/mhpe.html）

2)出願資格審査書類の提出期間と結果通知

 提出期間 審査結果

第 1次募集
令和 8 年 8 月 3 日（月）～8 月 5 日（水）

17時まで（必着）

令和 8年 8月 21日（金）までに

審査結果を本人に郵送します。

注 1) 第 2次募集は、募集定員を満たした時は実施しません。募集の有無は専攻連絡先

又は医学科学務係までお問い合わせください。

注 2) 検定料は、出願資格が認められた後、「5.出願手続」の出願期間内に支払ってくだ

さい。

 3)提出方法

  郵送の場合  提出期間最終日までに必着とします。

         「簡易書留」で、封筒の表に「医学系研究科医療者教育学専攻出願

資格審査申請書在中」と朱書きし、郵送してください。

持参の場合  受付は、平日 9時から 17時までとします。

4)提出先

  〒501-1194  岐阜市柳戸 1番 1

  岐阜大学医学系研究科・医学部 医学科学務係

  （医学部教育・福利棟 2階）
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5. 出願手続

出願手続は、インターネット出願サイト（７頁以降参照）で出願登録及び入学検定料の

支払いを行った後、願書受付期間内に到着するように出願書類を提出してください。出願

期間内に到着した書類に不備が無く、かつ出願資格を有することが確認された時点で、出

願手続きが完了します。

インターネット出願登録及び検定料払込期間

第１次 令和 8年 8月 24日（月）～8月 28日（金）13時まで

検定料の支払い期限は、出願登録日を含め４日間(※)であり、支払期限内に入金がない

場合は、出願登録は自動的に取り消しとなります。出願登録が取り消しとなったときは再

登録をしてください。

※インターネット出願締切が、それよりも早く到来する場合、インターネット出願締切

が期限となります。

検 定 料

（３０，０００円）

入学検定料のほかに支払手数料が必要となります。手数料の

額は、支払手続き画面に表示されます。

1)出願期間

 出願期間等 備 考

第 1次募集
令和 8年 8月 24日（月）～8月 28日（金）

各日とも 9時から 17時まで

郵送の場合は、令和 8 年 8 月 28

日（金）必着とします。

※第 2次募集は、募集定員を満たした時は実施しません。募集の有無は専攻連絡先又は医

学科学務係までお問い合わせください。

2)出願方法

出願に先立ち、本修士課程に関する概略はこちらをご覧ください。オンライン相談会を
（参加は任意）開催いたします。詳細は大学院医学系研究科医療者教育学専攻（修士課程）
のホームページをご確認ください。

https://www1.gifu-u.ac.jp/~medc/graduate/master.html

  なお、出願についてご質問等がある場合は、以下のメールアドレスにご連絡ください。

◇専攻連絡先 email： mhpe@t.gifu-u.ac.jp

 インターネット出願サイトから宛名シートを印刷し、市販の角形２号の封筒（縦 33.2cm×
横 24.0cm）に貼り付けて、郵送若しくは持参してください。

① 郵送の場合 出願期間最終日までに必着とします。

②  持参の場合 受付は、平日 9時から 17時までとします。
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3)提出先及び問合せ先

〒501-1194  岐阜市柳戸 1番 1

岐阜大学医学系研究科・医学部 医学科学務係（医学部教育・福利棟 2階）

電話 058(230)6079(直通)

4)出願書類等

書  類  等 摘              要

① 岐阜大学大学院志願票

インターネット出願サイトから出力されたものを、A4サイ

ズで片面カラー印刷してください。

※出願前３か月以内に撮影した上半身、脱帽、正面向きの

顔写真データを用意し、インターネット出願サイトからア

ップロードしてください。

② 履 歴 書 本学所定の用紙※を使用してください。

③ 成 績 証 明 書
出身大学長（学部長）が作成し、厳封したもの。

（出願資格認定時に提出済みの者は不要）

④
卒業(修了)証明書又は

修 了 見 込 証 明 書
出身大学長（学部長）が作成したもの。

（出願資格認定時に提出済みの者は不要）

⑤
教 育 活 動 の 実 績

（ 領 域 別 ）
本学所定の用紙※を使用してください。

⑥
教 育 研 究 業 績

（１）（２）
本学所定の用紙※を使用してください。

⑦ 海 外 留 学 ・ 研 修 歴 本学所定の用紙※を使用してください。

⑧ 志 望 理 由 書 本学所定の用紙※を使用してください。

⑨ 受 験 承 認 書

現に在職中の者は、本学所定の用紙※により、勤務先の所

属長が作成したものを提出してください。

（履修・学習時間の確保・岐阜滞在/夜間 Web授業の承諾）

⑩
住 民 票 の 写 し

（ 外 国 人 の み ）

市区町村発行のもの。登録していない場合は、パスポート

の写し（本人氏名、生年月日、性別、在留資格の掲載があ

る部分及び日本国査証の部分。）

⑪
類 型 該 当 性 の

自 己 申 告 書

所定の用紙※に記入してください。（全員提出）

類型①～③に該当する場合はその根拠を記載し、海外機関

の奨学金の受給通知等も提出してください。

※本研究科ホームページからダウンロードください。

（https://www.med.gifu-u.ac.jp/examinee/grad/mhpe.html）

注 1）出願資格審査で認定を受けた者は、「出願資格認定通知書」の写しを提出してく

ださい。

なお、出願資格審査申請時に提出済みの書類については不要です。
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注 2）出願書類➈に関連して、令和 9年度初年次における岐阜大学キャンパスでの

スクーリング日程は以下の通りです。

◼ 第 1回）令和 9年 04月 13日（火） ～ 04月 17日（土）

◼ 第 2回）令和 9年 06月 08日（火） ～ 06月 11日（金）

◼ 第 3回）令和 9年 08月 31日（火） ～ 09月 04日（土）

◼ 第 4回）令和 9年 10月 26日（火） ～ 10月 29日（金）

◼ 第 5回）令和 10年 01月 04日（火） ～ 01月 07日（金）

＊各回初日の始業時刻 9：30(予定）

最終日(平日)の終了時刻 17:30(予定)。1回目と 3回目のスクーリング最終日

（土曜日）の終了時刻は、それぞれ 12：00と 17：30（予定）。

初年次Ｗｅｂ授業の日程は以下の通りです。

令和 9年 04月 26日（月）、05月 24日（月）、06月 28日（月）、

07 月 12日（月）、09月 13日（月）、10月 04日（月）、11月 15日（月）、

12 月 06日（月）、令和 10年 01月 24日（月）、02 月 14日（月）

＊各日 19：00～20：30（予定）

注 3)令和 10 年度（2 年次）は基本的にオンラインでの選択授業および研究活動が中

心となります。選択授業の例として、岐阜大学医学教育共同利用拠点が主催する

オンラインプログラムにファシリテーターとして参加し、eラーニングにおける

学習支援に関するものがあり、この期間には、同期型 Webによる学習機会への参加

（2回）及び非同期オンラインセッションのファシリテーションが予定されます。ま

た、修士研究に関連する授業では、原則として Web での研究指導のミーティング

や進捗報告会が実施されますが、年 1回程度（9月予定）、岐阜大学キャンパスで

の対面での研究発表会や指導の機会があります。また、令和 11 年 2 月（予定）

の学位審査も大学での対面となります。

5)検定料返還に関しての留意事項

 ①次の場合を除き、一旦領収した検定料は原則として返還しません。

a 出願書類が受理されなかった場合

  b 検定料を誤って二重に支払った場合

  c 検定料を支払ったが、出願書類を提出しなかった場合

②返還請求の方法

次のａ～ｆを明記した検定料返戻請求書を作成し、「支払いが確認できる書類

（領収書（レシート形式）等）」を添付して、岐阜大学医学系研究科・医学部医
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学科学務係（〒501-1194 岐阜市柳戸１番１）まで郵送してください。（封筒に

は「検定料返戻請求書 在中」と朱書きしてください。）

なお、返還請求は下記③の期間内にお願いします。

a 返還請求の理由

b 志願者氏名（ﾌﾘｶﾞﾅ）、押印（インク浸透型タイプは不可）

c 現住所

d 連絡先電話番号

e 志願専攻名等

f 検定料を受け取る銀行名、支店名、預貯金種別、口座番号、口座名義(ﾌﾘｶﾞﾅ)

③ 返還請求期間

第 1次募集：令和 8年 9月 4日（金）～9月 14日（月）

『大規模自然災害により被災した入学志願者の検定料免除について』

 岐阜大学では、大規模自然災害により被災した入学志願者に対して、検定料免除の

特別措置を行います。

  詳細は岐阜大学のホームページ（https://www.gifu-u.ac.jp）を参照してください。

該当者は予め所定の期日までに所定の書類を提出してください。

6）安全保障輸出管理の「みなし輸出」の改訂について

  2021年 11月「外国為替及び外国貿易法」（外為法）に基づく「みなし輸出」におけ

る管理対象の明確化に伴い、大学・研究機関における学生への機微技術の提供の一部

が外為法の管理対象となりました。これに伴い、学生が本学に出願の際、「類型該当

判断のフローチャート」に基づく「類型該当性の自己申告書」の提出が必要となりま

す。また、一部の学生においては、採用、合格時に「誓約書」の提出が必要となりま

す。
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6. 入学者選抜方法

1) 選抜方法：医療者教育のリーダーになるために必要な能力や資質を、書類審査・

筆記試験・面接試験により総合的に評価します。カリキュラムポリシーに照らし、

将来がより期待される資質を持つ志願者を各職種からバランスよく選抜します。

選抜試験は、年に１回秋季に行い、予定される定員に満たない場合は、冬季に追

加募集を行います。

ⅰ）書類審査：職歴、教育歴、志望動機、ミッションの理解、勤務スケジュー

ル状況と学習時間の確保の見通し、職場の理解、所属機関等からの受験承認書

などを総合的に判断します。

ⅱ）外国語（英語）：読解力（英和辞典の持込みを認める。電子辞書は不可）

ⅲ）面接試験：マルチプルミニインタビュー(MMI)方式の面接試験を行います。

＊MMI とは、面接室（ステーション）を複数設け、ステーション毎に異な

るテーマの面接を、それぞれ異なる面接者から受けるものです。試験は、

10 分面接ののち 2 分で移動して連続的に行なわれます。アドミッション

ポリシー・志望動機・書類内容等に関する面接の他に、教育場面で求めら

れる基本的な指導能力についてのパフォーマンスも面接の課題となりま

す。

2) 学力審査 期日及び学力検査科目

 期 日 時 間 科目名 配 点

第 1次 令和 8年 9月 26日（土）

60分
外国語（英語）

10 時 30 分～11 時 30 分
100

10分 x6回
面接（MMI）

13 時 00 分～
600

3) 試験場  岐阜大学医学部 教育・福利棟（岐阜市柳戸１−１）

4) 欠格事項

① 各試験科目のうち、1科目でも欠席したものは不合格とする。

② 外国語は配点の 60％・面接は配点の 60%を合格最低点とする。
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7. 合格者発表

1) 発表日

第 1次 令和 8年 11月 25日（水）正午

2) 発表方法：岐阜大学ホームページに合格者の受験番号を掲示します。なお、電話・

メール等でのお問い合わせには対応しません。

8. 入学手続

1）入学手続について

岐阜大学のホームページ（https://www.gifu-u.ac.jp）上にて、令和９年２月頃

入学手続の詳細を掲載します。ホームページの案内に従い速やかに手続を進めて

ください。

2）入学辞退について

入学手続を所定の期日までに行わない者は、本学への入学の意思がなく、入学を

辞退したものとみなします。

3）入学手続き時に要する経費について

入学料：２８２、０００円（予定額）※国費（日本政府）留学生は不要です。

学生教育研究災害傷害保険料：２、４３０円（付帯賠責含む）

・入学料は予定額であり、改定が行われた場合には改定時から新たな金額が適用

されます。

 4）授業料について

   授業料（半期分） ２６７、９００円（年額５３５、８００円）（予定額）

① 前期分の授業料は、5月に口座振替にて納入していただきます。

② 入学時及び在学中に学生納付金の改定が行われた場合には、改定時から新たな

料金が適用されます。

※入学料及び授業料は、徴収猶予及び納付免除制度があります。

詳しくは岐阜大学のホームページをご覧ください。
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9. 入試結果の情報開示

1) 開示内容：受験者本人からの請求に基づき、本人の得点(合否判定に使用した合計

点)の開示、及び合格者の試験成績(最高点、平均点)の公表を併せて行います。合

格者が 4 人以下の場合は本人の得点のみを開示し、合格者の試験成績の公表は行

いません。

2) 開示の請求方法

請求できる者 本人に限ります。

請求期間      合格発表後 1か月間(請求用紙の配布も同日以降とします。)

請求方法  請求先(入試課)に郵送してください。

請求先   〒501-1193 岐阜市柳戸 1番 1

            岐阜大学学務部入試課

  必要書類   ・岐阜大学入試情報開示請求書

・岐阜大学受験票(コピー不可、開示の際にお返しします。)

・返信用封筒(開示通知書送付用) 長形 3号封筒に、本人の郵

便番号、住所、氏名を明記の上、460円分の切手(簡易書留料

金)を貼付してください。

＊郵便料金が改訂された場合は、改定後の料金分の切手を貼付

してください。

開示請求書用紙の入手

・次のいずれかの方法で入手できます。（請求期間中のみ入手可）

①岐阜大学のホームページ（https://www.gifu-u.ac.jp/）から

プリントアウトする。

②郵便で請求する。

 返信用封筒（長形 3 号の封筒（縦 23.5cm ×横 12.0cm）に

110 円切手貼付）を「請求先」あてに送ってください。

 ＊郵便料金が改訂された場合は、改定後の料金分の切手を貼

付してください。

3)開示方法

本人に開示決定通知書を郵送します。

請求受付後、開示までに約 1か月を要しますので、あらかじめ了承願います。

10.個人情報の取扱い

入学願書等に記載された個人情報は、入学者選抜の実施のほか、入学後の管理運営

業務、修学指導業務、入学者選抜に係る統計・調査・分析（ただし、個人識別がで

きない状態で行う。）業務等を行う目的をもって本学が管理します。これ以外に、
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出願者の個人情報を利用する場合は、書面により出願者の同意を得ることとします。

Ⅱ．障がいのある者等の出願にあたっての事前相談

本研究科に入学を志願する者で、障がい等(視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、病弱等)

があり、受験上及び修学上特別な配慮を必要とする場合は、下記の書類を添えて出願受

付開始の 1か月前までに下記の問合せ先へ相談してください。

a 障がい者等受験上の配慮申請書(本学所定の用紙（＊))

b 医師の診断書又は身体障害者手帳の写し

＊本学所定の用紙の請求方法

障がい者等受験・修学上の配慮申請書の用紙を請求する場合は、返信用封筒とし

て「長形 3号封筒(縦 23.5cm×横 12.0cm)」にあなたの受信住所、郵便番号、氏名

を記入の上、110 円切手を貼付し、これを折りたたんでも構いませんので、定型

内の封筒に入れ、表に「障がい者等受験・修学上の配慮申請書請求」と朱書し、

下記へ申し込んでください。

＊郵便料金が改訂された場合は、改定後の料金分の切手を貼付してください。

問合せ先  〒501-1194 岐阜市柳戸 1番 1

     岐阜大学医学系研究科・医学部 医学科学務係

     電話 058(230)6079 (直通)

Ⅲ．大学院設置基準第 14 条による教育方法の特例による教育の実施について

本専攻では、大学院設置基準第 14条による教育を実施し、主として社会人学生である

ため、夜間、週末、その他特定の短期集中型のキャンパス学習（スクーリング）を定期

的に行い、e-learning と組み合わせて教育を行います。

修業年限は 2年としていますが、職業を有している等の事情により、長期履修の計画

を申請し認められれば、2年目を延長して修業年限を 3年とし、計画的に履修すること

ができます。指導教員は、社会人学生であることを考慮し、学生と相談しながら個々の

状況にあわせ履修計画を立てるとともに、適切な研究指導等ができるよう配慮します。
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Ⅳ．多様なメディアを高度に利用した教育の実施について

e-learning での履修状況を的確に把握しながら、学習支援に努めます。動画講義の

視聴が、メディア学習のコアになりますが、ログイン履歴・視聴履歴を管理者で把握し、

学習状況に対して定期的なフィードバックをし、履修困難な状況を未然に予測し、履修

の支援を行います。学生が勤務する機関においても学習が円滑に行われるように、学生・

指導教員・所属機関が連携できる連絡体制を構築します。また、文献(論文)や教科書の

講読が自己学習の相当時間を占めることが想定されますが、提示した課題ごとに読解に

かかる時間を試算し、毎週履修者に求める学習時間と整合性を持たせ、課題レポートの

提出を義務づけ、複数の評価者による内容の厳密な評価をもって、遠隔地でも履修した

ことを保障します。

Ⅴ．長期履修制度について

1. 長期履修制度は、職業を有しているなどの事情で標準の修業年限(2 年)では修了す

ることが困難となる方を対象に、長期にわたり計画的に教育課程の履修を認める制

度です。

2. 申請資格

①職業を有している者

②その他研究科長が特に必要と認めた者

3. 長期履修期間： 1年次は科目相互の関連性が強く協働学習が必要なため、長期履修

は認められません。2年次を 2年間で履修することは認められます。

4. 長期履修の申請手続き

①手続期間   在学者 2 月 20日から 2月末日までの平日

②提出書類   ・長期履修申請書(所定様式)

            ・在職証明書又は在職が確認できる書類(有職者のみ)

            ・その他本研究科が必要と求める書類

5. 長期履修期間の変更：本研究科において必要と認めたときは、在学中 1回に限り、

延長または短縮することができます。

6. 授業料の取扱い：長期履修を認められた者の授業料は、標準修業年限に納入すべき

授業料の額(年額)を長期履修が認められた年数で除した額を年額として決定します。
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Ⅵ．カリキュラムについて

1．授業科目及び履修要件

科

目

区

分

授業科目の名称
配当

年次

単位数

必

修

選

択

学
際
科
目

医療における多職種協働と地域連携 1 前 2

医療者教育の社会的意義 1 前 2

小計（2科目） － 4 0

専
門
科
目

教育理論と効果的な教育方法 1 前 2

学習者評価の原理と評価方法 1 前 2

カリキュラムの開発と評価 1 後 2

医療者教育におけるグローバル化と日本での展開 1 後 2

医療系教育者の教育能力開発 １後 2

医療者教育の改革におけるリーダーシップとマネジメント １後 2

教育実践報告と改善のための批判的吟味 １前 2

小計（7科目） － 14 0

選
択
科
目

e-learning における学習支援 2 前 2

2

2

医療者教育研究のプロトコール立案 2 前

e-learning・シミュレーション教育の開発 2 前

小計（3科目） － 0 6

特
別
研
究
科
目

医療者教育研究技法の基本 1 後 2

医療者教育実践の調査と研究 2 後 6

小計（2科目） － 8 0

合計（14科目） － 26 6

2．課程修了に必要な単位数

科目区分 最低履修単位数 備考

学際科目 ４単位

専門必修科目 １４単位

専門選択必修科目 ４単位

特別研究科目 ８単位

合  計 ３０単位
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3．学位授与

本研究科に２年以上在籍し、所定の授業科目について３０単位以上修得し、かつ

必要な研究指導を受けた上、修士論文の審査及び最終試験に合格した者には修士

（医療者教育学）Master of Health Professions Education (MHPE)を授与しま

す。
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